
議案第６４号  

 

 

三次市立学校の教育職員に関する業務量管理・健康確保措置実施計画

の策定について  

 

 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２

号）第２５条第２項の規定により，三次市立学校の教育職員に関する業

務量管理・健康確保措置実施計画を別紙のとおり策定することについて，

議決を求める。  

 

 

令和８年３月２５日提出  

 

 

三次市教育委員会教育長 迫 田 隆 範  
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学校教育法第一条に規定する幼稚園，小学校，中学校，義務教育学校，高等学校，中等教育
学校及び特別支援学校並びに幼保連携型認定こども園の主幹教諭（幼保連携型認定こども園の
主幹養護教諭及び主幹栄養教諭を含む。以下同じ。），指導教諭，教諭，助教諭，養護教諭，養
護助教諭，栄養教諭，主幹保育教諭，指導保育教諭，保育教諭，助保育教諭及び講師をいう。 

本実施計画では「教員」という。  
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